
個 別的 労使 紛争 のあ っせ ん

第 ４ 章



１ 概 況

令和６年中に取り扱った個別的労使紛争あっせん事件は17件であり、前年からの繰越しが３件、

新規申請が14件であった。

新規申請14件の内訳は、申請者別では、労働者申請13件、使用者申請１件であった。

業種別では、製造業が多く、紛争内容別では、職場の人間関係が多かった。

係属事件のうち15件が年内に終結し、２件が翌年へ繰り越された。終結状況は、解決７件、打切

８件、処理日数（申請から終結までの日数）は、最長が99日、最短が34日、平均処理日数は68日

であった。

個別的労使紛争あっせん事件の推移

(単位：件)

※ 申請者別、業種別、調整事項別の各合計は、新規申請分の件数である。

区

分
項 目 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

係

属

前 年 か ら の 繰 越 2 6 4 3 3

新 規 申 請 11 15 9 17 14

計 13 21 13 20 17

申

請

者

労 働 者 11 14 9 16 13

使 用 者 0 1 0 1 1

計（※） 11 15 9 17 14

業

種

農 業 0 0 0 1 0

建 設 業 0 1 0 1 2

製 造 業 3 2 0 5 5

電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0

情 報 通 信 業 0 0 1 0 0

運 輸 業 0 0 1 1 0

卸 売 ・ 小 売 業 1 3 1 1 1

金 融 ・ 保 険 業 0 0 0 0 0

不 動 産 業 0 0 1 0 0

専門技術サービス業 0 2 1 0 0

宿泊・飲食サービス業 1 1 0 0 1

生活関連サービス業・

娯楽業
0 3 0 0 0

教 育 ・ 学 習 支 援 業 0 0 1 2 1

医 療 ・ 福 祉 4 2 2 1 1

複 合 サ ー ビ ス 業 0 0 0 0 0

サ ー ビ ス 業 2 1 0 5 3

そ の 他 0 0 1 0 0

計（※） 11 15 9 17 14

調

整

事

項

経 営 又 は 人 事 6 9 7 8 5

賃 金 4 1 0 2 0

労 働 条 件 等 0 1 0 1 3

職 場 の 人 間 関 係 1 4 2 6 6

そ の 他 0 0 0 0 0

計（※） 11 15 9 17 14

終

結

状

況

解 決 3 7 7 6 7

打 切 4 8 3 11 8

取 下 0 2 0 0 0

不 開 始 0 0 0 0 0

翌 年 へ の 繰 越 6 4 3 3 2

計 13 21 13 20 17

終結事件の平均処理日数(日) 44 64 94 73 68
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２
個

別
的

労
使

紛
争

あ
っ

せ
ん

事
件

一
覧

表

通
番

事
件

番
号

申
請 者

労
働

者
の

雇
用

形
態

業
種

あ
っ

せ
ん
事

項
事

件
概
要

あ
っ

せ
ん

結
果

申
請
年
月
日

(指
名
年
月
日

)

終
結
年
月
日

あ
っ

せ
ん

回
数

処
理
日
数

(所
要
日
数
)

１

５

（
個
）

15

労 働 者

派
遣

労
働

者

サ
ー

ビ
ス

業
(
職

業

紹
介

・
労

働
者

派
遣

業
)

労
働

条
件

の
相

違
等

に
よ

る
精

神
的

苦
痛

に
係

る
和

解
金

採
用
面

接
で
提

示
さ
れ

た
労
働

条
件
が

実
際
の

も
の
と

異
な

っ
て
お

り
、
不

安
を
抱

え
た
ま

ま
働
か

ざ
る
を

得
な
か

っ
た

こ
と
に

よ
っ
て

生
じ
た

精
神
的

苦
痛
に

対
し
、

慰
謝
料

を
求

め
た
事

件
。
解

決
金
に

よ
る
調

整
を
図

っ
た
。

解
決

5
.
1
1
.
2
7

(
5
.
1
2
.
4
)

6
.
1
.
1
0

1
4
5

(
3
8
)

２

５

（
個
）

16

労 働 者

正
社

員

医
療

・
福

祉
(
社

会

保
険

・
社

会
福

祉
・

介
護

事
業

)

整
理

解
雇

に
よ

る
精

神
的

、
経

済
的

損
害

に
対

す
る

補
償

金

不
当
な

整
理
解

雇
に
対

し
、
補

償
金
を

求
め
た

事
件
。

解
決

金
に
よ

る
調
整

を
図
っ

た
。

解
決

5
.
1
2
.
4

(
5
.
1
2
.
7
)

6
.
3
.
4

1
9
2

(
8
9
)

３

５

（
個
）

17

労 働 者

ア
ル

バ
イ

ト
教

育
、

学
習

支
援

業

パ
ワ

ハ
ラ

等
に

伴
う

損
害

賠
償

及
び

未
払

賃
金

の
請

求

在
職

中
に

パ
ワ

ハ
ラ

及
び

賃
金

未
払

が
あ

っ
た

こ
と

に
対

し
、
損

害
賠
償

等
を
求

め
た
事

件
。
解

決
金
に

よ
る
調

整
を

図
っ
た

。

解
決

5
.
1
2
.
1
3

(
5
.
1
2
.
2
6
)

6
.
3
.
6

1
8
5

(
7
2
)

４

６

（
個
）

１

労 働 者

有
期
雇
用

労
働
者

教
育

、
学

習
支

援
業

雇
止

め
撤

回
及

び
復

職

無
期
雇

用
と
な

れ
る
こ

と
を
期

待
し
て

い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、
雇

止
め
と

な
っ
た

こ
と
に

対
し
、

雇
止
め

の
撤
回

及
び

復
職
を

求
め
た

事
件
。

解
決
金

及
び
雇

用
の
継

続
に
つ

い
て

双
方
の

合
意
が

得
ら
れ

な
か
っ

た
。

打
切

り

6
.
1
.
4

(
6
.
1
.
1
1
)

6
.
3
.
2
6

1
8
3

(
7
6
)

５

６

（
個
）

２

労 働 者

正
社

員

サ
ー

ビ
ス

業
(
そ

の

他
事

業
サ

ー
ビ

ス

業
)

嫌
が

ら
せ

に
係

る
安

全
配

慮
義

務
違

反
に

対
す

る
和

解
金

嫌
が
ら

せ
を
受

け
た
際

の
被
申

請
者
の

対
応
が

安
全
配

慮
義

務
違
反

で
あ
る

と
し
て

慰
謝
料

等
を
求

め
た
事

件
。
解

決
金

に
よ
る

調
整
を

図
っ
た

。

解
決

6
.
4
.
3
0

(
6
.
5
.
8
)

6
.
6
.
2
7

1
5
9

(
5
1
)

６

６

（
個
）

３

労 働 者

正
社

員

製
造

業
(
飲

料
・

た

ば
こ

・
飼

料
製

造

業
)

残
業

時
間

の
削

減

入
社
時

に
示
さ

れ
た
残

業
時
間

と
実
際

の
残
業

時
間
が

異
な

る
こ
と

に
対
す

る
損
害

補
償
金

を
求
め

た
事
件

。
被
申

請
者

は
不
応

諾
の
意

向
を
示

し
た
。

打
切

り

(
不

応
諾

)

6
.
5
.
2
0

(
6
.
6
.
7
)

6
.
7
.
9

0
5
1

(
3
3
)

７

６

（
個
）

４

労 働 者

正
社

員
卸

売
業

、
小

売
業

職
場

復
帰

の
た

め
の

パ
ワ

ハ
ラ

の
是

正

パ
ワ
ハ

ラ
を
原

因
と
し

て
休
職

し
て
い

る
申
請

者
が
、

被
申

請
者
に

改
善
を

求
め
て

い
る
も

の
の
動

き
が
見

ら
れ
な

い
と

し
て

職
場

復
帰

の
た

め
の

パ
ワ

ハ
ラ

の
是

正
を

求
め

た
事

件
。
被

申
請
者

は
不
応

諾
の
意

向
を
示

し
た
。

打
切

り

(
不

応
諾

)

6
.
6
.
7

(
6
.
6
.
1
2
)

6
.
8
.
2
1

0
7
6

(
7
1
)

８

６

（
個
）

５

労 働 者

正
社

員
製

造
業

(
木

材
・

木

製
品

製
造

業
)

パ
ワ

ハ
ラ

に
対

す
る

慰
謝

料
等

の
請

求

パ
ワ
ハ

ラ
を
放

置
し
た

こ
と
は

安
全
配

慮
義
務

違
反
に

当
た

る
と
し

て
慰
謝

料
等
を

求
め
た

事
件
。

被
申
請

者
は
不

応
諾

の
意
向

を
示
し

た
。

打
切

り

(
不

応
諾

)

6
.
6
.
1
2

(
6
.
6
.
1
9
)

6
.
8
.
2

0
5
2

(
4
5
)
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通
番

事
件

番
号

申
請 者

労
働

者
の

雇
用

形
態

業
種

あ
っ

せ
ん
事

項
事

件
概
要

あ
っ

せ
ん

結
果

申
請
年
月
日

(指
名
年
月
日

)

終
結
年
月
日

あ
っ

せ
ん

回
数

処
理
日
数

(所
要
日
数
)

９

６

（
個
）

６

労 働 者

正
社

員
製

造
業

(
輸

送
用

機

械
器

具
製

造
業

)

復
職

に
伴

う
精

神
的

苦
痛

に
対

す
る

慰
謝

料

復
職
に

伴
い
賃

金
が
減

少
し
た

こ
と
等

に
よ
る

精
神
的

苦
痛

に
対
す

る
慰
謝

料
を
求

め
た
事

件
。
被

申
請
者

は
不
応

諾
の

意
向
を

示
し
た

。

打
切

り

(
不

応
諾

)

6
.
8
.
7

(
6
.
8
.
2
0
)

6
.
9
.
1
8

0
4
3

(
3
0
)

1
0

６

（
個
）

７

労 働 者

正
社
員

医
療

・
福

祉
(
社

会

保
険

・
社

会
福

祉
・

介
護

事
業

)

配
転

等
に

係
る

安
全

配
慮

義
務

違
反

に
よ

る
精

神
的

苦
痛

に
対

す
る

慰
謝

料
等

精
神
疾

患
を
抱

え
る
申

請
者
に

対
し
て

配
転
を

行
お
う

と
し

た
こ
と

等
は
安

全
配
慮

義
務
違

反
で
あ

る
と
し

て
慰
謝

料
等

を
求
め

た
事
件

。
解
決

金
の
支

払
に
つ

い
て
双

方
の
合

意
が

得
ら
れ

な
か
っ

た
。

打
切

り

6
.
8
.
1
3

(
6
.
8
.
2
0
)

6
.
1
1
.
1
8

1
9
8

(
9
1
)

1
1

６

（
個
）

８

使 用 者

正
社

員
製

造
業

(
そ

の
他

の

製
造

業
)

退
職

の
意

思
表

示
の

有
効

性

被
申
請

者
が
示

し
た
退

職
の
意

思
表
示

が
有
効

で
あ
る

こ
と

の
確
認

を
求
め

た
事
件

。
申
請

者
の
退

職
日
の

確
認
及

び
解

決
金
の

支
払
に

よ
り
調

整
を
図

っ
た
。

解
決

6
.
9
.
1
2

(
6
.
9
.
2
5
)

6
.
1
2
.
1
9

1
9
9

(
8
6
)

1
2

６

（
個
）

９

労 働 者

有
期
雇
用

労
働
者

サ
ー

ビ
ス

業
(
そ

の

他
事

業
サ

ー
ビ

ス

業
)

パ
ワ

ハ
ラ

に
対

す
る

損
害

賠
償

等

被
申
請

者
か
ら

パ
ワ
ハ

ラ
を
受

け
た
と

し
て
損

害
賠
償

等
を

求
め
た

事
件
。

解
決
金

の
支
払

に
よ
り

調
整
を

図
っ
た

。
解

決

6
.
9
.
2
5

(
6
.
9
.
2
7
)

6
.
1
2
.
2
0

1
8
7

(
8
5
)

1
3

６

（
個
）

10

労 働 者

派
遣

労
働

者

サ
ー

ビ
ス

業
(
職

業

紹
介

・
労

働
者

派
遣

業
)

給
与

補
償

契
約
期

間
の
短

縮
に
係

る
給
与

の
補
償

を
求
め

た
事
件

。
被

申
請
者

は
不
応

諾
の
意

向
を
示

し
た
。

打
切

り

(
不

応
諾

)

6
.
9
.
2
6

(
6
.
1
0
.
4
)

2
6
.
1
1
.
2
7

0
6
3

(
5
5
)

1
4

６

（
個
）

11

労 働 者

派
遣

労
働

者

製
造

業
(
輸

送
用

機

械
器

具
製

造
業

)

派
遣

契
約

の
終

了
に

係
る

精
神

的
苦

痛
に

対
す

る
慰

謝
料

被
申
請

者
か
ら

派
遣
契

約
を
終

了
さ
れ

た
こ
と

に
係
る

精
神

的
苦
痛

に
対
し

て
慰
謝

料
を
求

め
た
事

件
。
被

申
請
者

は
不

応
諾
の

意
向
を

示
し
た

。

打
切

り

(
不

応
諾

)

6
.
1
0
.
1
6

(
6
.
1
0
.
2
4
)

6
.
1
2
.
2

0
4
8

(
4
0
)

1
5

６

（
個
）

12

労 働 者

契
約

社
員

宿
泊

業
、

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
(
宿

泊
業

)

パ
ワ

ハ
ラ

等
に

対
す

る
慰

謝
料

被
申
請

者
か
ら

パ
ワ
ハ

ラ
を
受

け
た
こ

と
等
に

対
し
て

慰
謝

料
等
を

求
め
る

事
件
。

－

6
.
1
0
.
1
8

(
6
.
1
0
.
3
0
)

－

－
－

1
6

６

（
個
）

13

労 働 者

正
社

員
建

設
業

パ
ワ

ハ
ラ

に
対

す
る

慰
謝

料
等

被
申
請

者
か
ら

パ
ワ
ハ

ラ
を
受

け
た
こ

と
に
対

し
て
慰

謝
料

等
を
求

め
た
事

件
。
申

請
者
の

退
職
日

の
確
認

及
び
解

決
金

の
支
払

に
よ
り

調
整
を

図
っ
た

。

解
決

6
.
1
1
.
1
3

(
6
.
1
1
.
1
8
)

6
.
1
2
.
1
6

1
3
4

(
2
9
)
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(
注

)
１

「
労

働
者

の
雇

用
形

態
」

欄
に

お
け

る
区

分
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。

・
正

社
員

・
正

職
員

…
勤

務
先

に
お

い
て

、
「

一
般

職
員

」
「

正
社

員
」

又
は

そ
れ

に
類

す
る

名
称

で
呼

ば
れ

て
い

る
者

・
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

・
有

期
雇

用
労

働
者

…
就

業
時

間
や

日
数

に
関

わ
ら

ず
、

勤
務

先
で

「
パ

ー
ト

タ
イ

マ
ー

」
「

ア
ル

バ
イ

ト
」

又
は

そ
れ

に
類

す
る

名
で

呼
ば

れ
て

い
る

者

・
派

遣
労

働
者

…
「

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
」

に
基

づ
く

労
働

者
派

遣
事

業
所

に
雇

用
さ

れ
、

そ
こ

か
ら

派
遣

さ
れ

て
労

働
し

た
者

・
契

約
社

員
…

専
門

的
職

種
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
、

雇
用

期
間

の
定

め
の

あ
る

労
働

契
約

に
よ

り
雇

用
さ

れ
た

者

２
「

指
名

年
月

日
」

と
は

、
あ

っ
せ

ん
員

を
指

名
し

た
日

を
い

う
。

３
「

処
理

日
数

」
と

は
申

請
か

ら
終

結
ま

で
の

日
数

を
い

い
、

「
(
所

要
日

数
)
」

と
は

あ
っ

せ
ん

員
の

指
名

か
ら

終
結

ま
で

の
日

数
を

い
う

。

通
番

事
件

番
号

申
請 者

労
働

者
の

雇
用

形
態

業
種

あ
っ

せ
ん
事

項
事

件
概
要

あ
っ

せ
ん

結
果

申
請
年
月
日

(指
名
年
月
日

)

終
結
年
月
日

あ
っ

せ
ん

回
数

処
理
日
数

(所
要
日
数
)

1
7

６

（
個
）

14

労 働 者

パ
ー

ト
建

設
業

一
方

的
な

退
職

手
続

に
よ

る
精

神
的

苦
痛

に
対

す
る

慰
謝

料
及

び
未

払
賃

金
等

の
請

求

被
申

請
者

か
ら

一
方

的
に

退
職

を
強

要
さ

れ
た

こ
と

に
対

す
る

慰
謝

料
や

未
払

の
時

間
外

手
当

の
支

払
等

を
求

め
る

事
件

。

－

6
.
1
2
.
2
0

(
6
.
1
2
.
2
5
)

－

－
－
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